
【個別訪問】

(別添)

2023年 度「コミュニケーシ∃ン訓練個別訪問指導」

受講者募集要領

社会福祉法人全国盲ろう者協会

1.目 的

本事業は、パソコン等情報機器を活用した盲ろう者へのコミユニケーシヨン訓練を実施

することにより、盲ろう者のコミュニケーシヨン能力の向上を図り、社会参加の促進に寄

与することを目的とします。

2.訓練内容および訓練対象機器

日ごろパソコン等情報機器に触れることの少ない盲ろう者と地元の指導者に、一定期間

■
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● 新型コロナウイルス対応について ●

02022年度までは、当協会から派遣する他県の講師及び通訳 0介助員に対し、事前P

CR検査を行つてきましたが、2023年度は実施いたしません。講師及び通訳 0介助

員には、体調管理に努めていただき、業務当日または前日までに、体調に違和感がある

場合は、予定していた訓練を延期または中止するよう、徹底を図ります。

・換気、手洗い、消毒など、基本的な感染対策は、できるかざり実施していただ<よ うお

願いします。密を避けるため、事業に直接関わらない方の同席は、なるべく控えていた

だ<よ うお願いいたします。

【マスク着用について】

。国から示された通り、2023年 3月 13日 から個人の判断が基準となりましたが、本

事業において、屋内且つ、お互いの距離が近くなる場合は、マスクの着用を推奨します。

特に音声通訳の場合は、マスク着用を必須とします。

・屋外での移動など、換気が充分に行われている環境下においては、基本的に個人の判断

に一任します。

・事業に携わる方 (講師、講師付き通訳・介助員、受講盲ろう者、通訳・介助員など)か

ら、マスクを着用をしてほしいとお願いされたときは、関係者の皆様には着用していた

だくようお願いします。

・事業で利用する施設等において、マスク着用に関するルールが定められている場合は、

その内容に従つてください。



【個別訪問】

パソコン等情報機器を貸与し、メールの使用法 。ホームページ等からの情報収集法等につ

いて、その機器の使用方法等も含めた請習、および日常的な個別訪問指導を行います。

訓練は、ノートパソコンまたはスマートホン十点字ディスプレイ、または点字情報端末

単体のうち、受講盲ろう者に合つた利用環境を選択して行います。

(貸与予定機器)

・ノートパソコン (Windows10ま たは 11)

※スクリーンリーダー、画面拡大ソフト等をインストールしたもの。
0点字デイスプレイ(ブ レイルメモスマートAi r16等 )

・点字情報端末 (ブレイルセンスシックスまたはポラリス等)

。インターネット接続機器 (モバイルルーター等)

※受講者の自宅の環境によっては貸与しない場合もあります。

その他、必要に応じてスピーカー、キーボード等の機器を貸与します。

3.受講対象者

盲ろう者で、パソコン等情報機器の活用に意欲のある方。ただし、パソコン等情報機器

をお持ちでな<、 これまでに活用した経験のない方を優先します。

なお、画面拡大もし<は音声出力によるパソコン等の利用が困難な方の場合は、点字デ

ィスプレイを利用することとなりますので、ある程度、点字を触読できることが必須要件

となります。

4.募集人数と訓練期間

3名程度

2023年 8月 ～2024年 2月下旬予定 (地域によって実施時期については応相談 )

5.訓練の構成

訓練は、受講盲ろう者と、当協会から派遣する講師、地元の指導者 (以下、地域指導者)

の3者が連携して行い、以下2つの方法で実施します。

(1)当協会から派遣する講師による訓練の「講習会」(訓練期間中、6回程度)

(2)地域指導者による訓練の「地域指導」(訓練期間中、60時間まで)
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(図)訓練の構成イメージ (下記はあ<までも参考例です。また、過去の傾向から請習会

は2日続けて行う場合が多<なつています)
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月12時間実施

(残 42時間)

月22時間実施

(残 20時間)

月20時間実施

(残 0時間 )

6.請習会

6-1.概要

当協会より講師を派遣し、パソコン等情報機器のセツテイングや操作方法等に関する請

習を行います。地域指導者は、受講盲ろう者に付く通訳・介助員の立場で参加していただ

き、指導内容、講師の指導法などを学んだ上で、地域指導 (「 7.地域指導」参照)を行つ

ていただきます。

6-2.講師

講師は、受講盲ろう者の訓練希望に応じて、適切と思われる方を当協会より派遣します。

講師は盲ろう者、視覚障害者、聴覚障害者が担当する場合もあります。その場合、通訳・

介助員もし<は支援者が1～ 2名、同行します。

6-3.謝金・交通費及び訓練報告

当協会から派遣した講師と、地域指導者 (2名まで)に対し、謝金・交通費をお支払い

します。回ごとに所定の「謝金旅費明細書」を、当協会へ提出していただきます。後日、

請求のあつた指導者ご本人の振込口座へ、当協会より謝金および交通費を送金いたします。

講習会の訓練報告は、当協会から派遣する講師のみ行いますので、地域指導者からの訓

練報告は不要です。
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7.地域指導

7二 1.概要

請習会で講師が行つた訓練内容、指導法等を踏まえて、地元で受講盲ろう者へのコミュ

ニケーシヨン訓練を実施できる地域指導者より、受講盲ろう者に対し、訓練期間中の指導

ならびにサポートを行つていただきます。

7-2.コ ミユニケーシヨン訓練利用券

受講盲ろう者には、当協会より「コミュニケーシヨン訓練利用券」を60枚交付します。

1枚に付き1時間分の訓練を受けられます。訓練終了後、「コミュニケーシヨン訓練利用券」

を1時間につき1枚として、指導時間数に応じた枚数を、地域指導者に手渡していただき

ます。

但し、地域指導者2名以上が同席して指導を行つた場合は、地域指導者の人数分、利用

券をお渡しいただく必要があります。よって、毎回2名の地域指導者が同席する場合は、

60■ 2=30時間の地域指導となります。

7-3.地域指導者の要件

受講盲ろう者が用いる通訳手段を習得しており、且つ、受講盲ろう者の在住地域もし<

は近い地域にお住まいの方に、地域指導者として携わつていただ<こ とが望まれます。

パソコンやブレイルセンスなどの情報機器の知識は、有していれば望ましいですが、本

事業を通して受講盲ろう者と共に学んで頂<と いう関わり方でも結構です。

また、点字についても同様で、点字一覧表を見れば、点字の表示を読める程度の知識を

有していれば望ましいですが、本事業を通して点字を学んで頂いても結構です。なお、点

字を触つて読む「触読」の技術は、地域指導者には求めません。

当協会主催の「盲ろう者向けパソコン指導者養成研修会」受講者や、盲ろう者向け通訳・

介助員、盲ろう者向けの同行援護従業者の方は、積極的な関わりを期待します。また、こ

家族など身近でご協力いただける方に、地域指導者として携わつていただ<こ とも可能で

す。

上記に当てはまる方が、お住まいの近隣市町村でいらつしゃらない場合は、当協会まで

ご相談<ださい。

7-4.報告書の提出

地域指導者は、月ごとに所定の「コミュニケーシヨン訓練指導実績報告書」および「指

導内容報告書」を、当協会へ提出していただきます。後日t請求のあった指導者ご本人の
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振込口座へ、当協会より謝金および交通費を送金いたします。

8.地域指導者の謝金・交通費について

地域指導者の謝金は、 1時間あたり2, 000円をお支払いします。

交通費は、 1日 あたり上限3,000円 まで、当協会よりお支払いいたします。

松お、受講者と地域指導者の住まいが地理的に離れており、交通費の上限を超えること

が見込まれる場合は、特例を設ける場合がありますので、事前に当協会までご相談<ださ

い。

9.申込方法

別紙「2023年度コミュニケーシヨン訓練個別訪問指導 受講申込書」(計 4枚)に必

要事項をご記入いただき、2023■ 6且30旦二本)必着にて、当協会に郵送、FAX
またはメールにて提出して<ださい。

なお、本事業は全国各地より幅広<募集を行う関係上、定員を超えた場合、地域的な偏

り等を考慮し、当協会で調整させていただ<こ ともございますので、予めご了承ください。

10.受講可否の決定

当協会にて受講可否を決定し、7月 中旬に選考結果を送付します。

受講決定者及びその地域指導者には、選考結果送付時に、今後の進め方等に関するご案

内を同封します。

11.諸連絡ならびに諸注意

・申込書の各項目は必ずご記入<ださい。生に E董望動機上は必宣
=｀

記入<ださい。定員

を超える申し込みがあつた際、受講決定の参考とさせていただきます。

・本事業では、訓練期間中にお使い頂ける携帯型通信端末と通信カード(SIMカ ード)を

貸与します。この通信カードの通信料金は当協会で負担します。ご自宅で既にインター

ネット回線をお持ちで、当協会からの携帯型通信端末の貸与が不要な方は、申込書の該

当欄にチェックをして<ださい。

12.お申し込み 。お問い合わせ先

社会福祉法人 全国盲ろう者協会 (担当 :小林、押切、稲垣)

〒162-0042 新宿区早稲田町67番地 早稲田クローバービル3階

電話 03-5287-1140  FAX 03-5287-1141  Eメ ール inf00jdba.or… jp
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